
     

建築動態統計調査規則  

 

                  昭和２５年１２月２２日建 設 省令第４４号 

                改正昭和２６年 ８月１０日建 設 省令第２７号 

                                改正昭和２７年１０月１６日建 設 省令第３３号 

                                改正昭和３０年 ５月１０日建 設 省令第１２号 

                                改正昭和３１年 ３月３０日建 設 省令第  ５号 

                                改正昭和３２年 ３月２９日建 設 省令第 ２号 

                                改正昭和３３年 ４月３０日建 設 省令第１５号 

                                改正昭和３４年 ３月１７日建 設 省令第 ２号 

                                改正昭和３４年１２月２３日建 設 省令第３５号 

                                改正昭和３６年１１月１４日建 設 省令第３３号 

                                改正昭和３８年１２月２８日建 設 省令第２６号 

                                改正昭和４５年１２月１７日建 設 省令第２６号 

                                改正昭和４７年 ３月３１日建 設 省令第 ９号 

                                改正昭和４７年１２月２７日建 設 省令第３５号 

                                改正昭和５０年１１月２８日建 設 省令第１８号 

                                改正昭和５３年 ３月 １日建 設 省令第 １号 

                                改正昭和５７年 ３月 ３日建 設 省令第 ２号 

                                改正昭和６３年 ４月 １日建 設 省令第 ５号 

                                改正平成 元年 ３月２７日建 設 省令第 ３号 

                                改正平成 ６年 ２月２３日建 設 省令第 ４号 

                                改正平成１１年 ４月２６日建 設 省令第１４号 

                                改正平成１１年 ９月２７日建 設 省令第４１号 

                                改正平成１１年１０月 １日建 設 省令第４５号 

                                改正平成１２年１１月２０日建 設 省令第４１号 

                                改正平成１３年 ５月３１日国土交通省令第９５号 

                改正平成１５年 ２月１４日国土交通省令第１３号 

                                改正平成１６年 ６月１８日国土交通省令第７０号 

                 改正平成１９年 ３月２８日国土交通省令第２０号 

                               改正平成２０年１２月２４日国土交通省令第１０３号 

                改正平成２１年 ３月３０日国土交通省令第１５号 

  改正令和 ２年 ５月１５日国土交通省令第４８号 

改正令和 ３年 ３月３１日国土交通省令第２７号 

                     改正令和 ４年 ４月２８日国土交通省令第４４号 

改正令和 ５年 ２月２８日国土交通省令第 ４号 

改正令和 ６年１０月 １日国土交通省令第８９号 

                                          
統計法（昭和二十二年法律第十八号）第三条第二項及び建築基準法（昭和二十五年法律第二百



     

一号）第十五条第四項の規定に基き、建築動態統計調査規則を次のように定める。 
目  次 

第一章 建築着工統計調査（第一条―第十三条） 
第二章 建築物滅失統計調査（第十四条―第二十六条） 
附則 
 

第一章 建築着工統計調査 
 

（着工調査の目的） 
第一条 統計法（平成十九年法律第五十三号）第二条第四項に規定する基幹統計である建築着工

統計を作成するための調査（以下「着工調査」という。）は、全国における建築物の建設の着工

動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。 
（用語の意義） 

第二条 この章で「建築物」とは、建築基準法（以下「法」という。）第二条第一号に定めるもの

をいう。 
２ この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された

一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。 
（着工調査の区分） 

第三条 着工調査は、次に掲げる調査区分により行う。 
一 建築物着工統計調査 
二 住宅着工統計調査 
三 建築工事費調査 
（着工調査の範囲） 

第四条 建築物着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の

届出に係る建築物について行う。 
２ 住宅着工統計調査は、前項の建築物のうち住宅について行う。 
３ 建築工事費調査は、第一項の建築物のうち国土交通大臣の定める標本抽出方法により、国土

交通大臣が毎月抽出したものについて行う。 
（着工調査の時期） 

第五条 建築物着工統計調査及び住宅着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を

建築しようとする旨の届出を受理したとき（法第六条第一項又は第十八条第二項の規定により

確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあっては、法第六条第四項若しくは第六条

の二第五項又は第十八条第三項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交

付したとき）に行う。 
２ 建築工事費調査は、前条第三項の規定により抽出した建築物の建築の工事が完了した日現在

によって行う。 
（着工調査の調査事項） 

第六条 着工調査は、次に掲げる事項について行う。 
一 建築物着工統計調査 



     

（一） 着工予定期日 
（二） 工事の予定期間 
（三）  敷地の位置 
（四） 建築主 
（五） 工事種別 
（六） 工事部分の構造 
（七） 建築物の用途 
（八） 建築物の数 
（九） 新築工事の場合における階数（地上の階数、地下の階数の別） 
（十） 新築工事の場合における敷地面積 
（十一） 工事部分の床面積の合計 
（十二） 建築工事費予定額 

二 住宅着工統計調査 
（一） 着工予定期日 
（二） 工事の予定期間 
（三） 敷地の位置 
（四） 新設又はその他の別 
（五） 工事部分の構造（木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コ

ンクリートブロツク造、その他の別） 
（六） 住宅の建築工法（在来工法、プレハブ工法、枠組壁工法の別） 
（七） 住宅の種類（専用住宅、併用住宅、その他の住宅の別） 
（八） 住宅の建て方（一戸建住宅、長屋建住宅、共同住宅の別） 
（九） 利用関係（持家、貸家、給与住宅、分譲住宅の別） 
（十） 住宅の戸数 
（十一） 工事部分の床面積の合計 
（十二） 新設住宅の資金（民間資金住宅、公営住宅、住宅金融支援機構住宅、都市再生機

構住宅、その他の別） 
（十三） 建築を伴う除却住宅戸数 
（十四） 建築を伴う除却住宅の利用関係（持家、貸家、給与住宅の別） 

三 建築工事費調査 
（一） 工事の変更 
（二） 着工日 
（三） 工事の完了日 
（四） 実施床面積 
（五） 工事実施額 

（着工調査に係る調査票の作成及び送付） 
第七条 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に

基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、調査票を当該届出に係る建築基準法施行規則

（昭和二十五年建設省令第四十号）別記第四十号様式に記載された着工予定期日（以下単に「着



     

工予定期日」という。）の属する月ごとに作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交

通大臣に送付しなければならない。 
第八条 削除 
第九条 建築物（第四条第三項の規定により国土交通大臣が抽出した建築物をいう。以下この項

及び次項において同じ。）の工事施工者は、当該建築物について別記第一号様式の調査票を作成

し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月十三日までに

到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。 
一 当該建築物の建築の工事が完了した場合（第三号に掲げる場合を除く。） 当該工事が完了

した日 
二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年以内に中止された場合 当該工事が中止

された日 
三 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年を経過しても着手されない場合 当該着

工予定期日から一年を経過した日 
２ 建築物の工事施工者は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該

建築物について同項の調査票を作成し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める

日以降四月を経過する日の属する月の末日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければ

ならない。 
 一 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に完了した場合 当該工事が完了し

た日 
 二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に中止された場合 当該工事が中止

された日 
第十条 削除 

（着工調査に係る結果の公表） 
第十一条 国土交通大臣は、第七条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分につい

て全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公表する。 
第十二条 国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎

年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。 
（着工調査に係る関係書類の保存） 

第十三条 国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票、第十一条に規

定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表（この条において「関係書類」と総

称する。）を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十六条において同じ。）で作成され

ている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。 
第二章 建築物滅失統計調査 

（滅失調査の目的） 
第十四条 建築物滅失統計調査（以下「滅失調査」という。）は、建築物の滅失動態を明らかにし、

建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。 
（用語の意義） 



     

第十五条 この章で「建築物」及び「住宅」とは、第二条に規定するものをいう。 
（滅失調査の区分） 

第十六条 滅失調査は、左に掲げる調査区分によつて行う。 
一 建築物除却統計調査 
二 建築物災害統計調査 
（災害報告の手続） 

第十七条 法第十五条第三項の規定による災害による滅失又は損壊の報告（以下「災害報告」と

いう。）は、毎月分につき取りまとめ翌月五日までに別記第二号様式により行う。 
２ 災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第二号様式に「災

害補正」と明記して報告しなければならない。 
（滅失調査の範囲） 

第十八条 建築物除却統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を除却しようとする旨

の届出（以下「除却の届出」という。）に係る建築物について行う。 
２ 建築物災害統計調査は、災害報告に係る建築物について行う。 

（滅失調査の時期） 
第十九条 建築物除却統計調査は、除却の届出を受理したとき、建築物災害統計調査は、災害報

告を受けたときに行う。 
（滅失調査の調査事項） 

第二十条 滅失調査は、左に掲げる事項について行う。 
一 建築物除却統計調査 
（一）除却予定期日 
（二）除却場所 
（三）構造 
（四）建築物の用途 
（五）住宅の戸数 
（六）建築物の数 
（七）建築物の床面積の合計 
（八）建築物の評価額 
（九）除却原因 

二 建築物災害統計調査 
（一）被災市区町村名 
（二）災害種別（火災、震災、風水災、その他の別） 
（三）被害区分（全焼、全壊、全流失、半焼、半壊、半流失の別） 
（四）建築物の数 
（五）住宅の戸数 
（六）床面積の合計 
（七）構造 
（八）建築物の用途 
（九）火災件数 



     

（十）建築物の損害見積額 
（滅失調査に係る調査票の作成及び送付） 

第二十一条 都道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、国土交通大臣が定めるとこ

ろにより、毎月分について建築物除却統計調査票及び建築物災害統計調査票を作成し、これを

翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。 
第二十二条 都道府県知事は、第十七条第二項の災害補正報告に基づいて、国土交通大臣が定め

るところにより、当該報告を受けた月毎月分について建築物災害統計調査票を作成し、「災害補

正」と明記して、これを翌々月十日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならな

い。 
（滅失調査に係る結果の公表） 

第二十三条 国土交通大臣は、第二十一条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、

毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに公表す

る。 
第二十四条 国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票に基

づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。 
（滅失調査に係る関係書類等の保存） 

第二十五条 都道府県知事は、第十七条の報告書を二年間保存しなければならない。 
第二十六条 国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票、第

二十三条に規定する集計結果並びに第二十四条に規定する年次建築動態統計表（この条におい

て「関係書類」と総称する。）を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的

記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。 
 

附 則（令和二年五月十五日国土交通省令第四十八号） 
１ この省令は、令和二年七月一日から施行する。 
２ 次の各号に掲げる建築物についてこの省令の施行後行う建築動態統計調査規則第三条第三号

の調査については、この省令による改正後の建築動態統計調査規則の規定（第十二条及び第二

十四条を除く。）にかかわらず、なお従前の例による。 
一 令和二年十二月三十一日までに建築の工事が完了した建築物 
二 令和二年十二月三十一日までに建築の工事が中止された建築物 
三 着手予定期日が令和元年十二月三十一日以前である建築物であって、当該着手予定期日か

ら一年を経過しても建築の工事が着手されなかったもの 
３  第九条第一項各号に定める日が令和三年一月一日から令和四年四月三十日までの間にある

場合における同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該

各号に定める日の属する月の翌々月十三日」とあるのは、「令和四年六月三十日」とする。 

４  第九条第二項各号に定める日が令和三年一月一日から令和四年一月三十一日までの間にあ

る場合における同項の規定の適用については、同項中「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める日以後四月を経過する日の属する月の末日」とあるのは、「令和四年六月三十

日」とする。 

 



     

附 則（令和三年三月三十一日国土交通省令第二十七号） 
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 
 

附 則（令和四年四月二十八日国土交通省令第四十四号） 
この省令は、公布の日から施行する。 
 

附 則（令和五年二月二十八日国土交通省令第四号） 
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 
 

附 則（令和六年十月一日国土交通省令第八十九号） 
（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 
  （経過措置） 

２ 第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第四十号様式及び第四十一号様式は、

着工又は除却の予定期日が令和七年一月一日以後である建築物について適用し、当該予定期日

が同日前である建築物については、なお従前の例による。 
３ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 



工事施工者名：

所属部署名 　：

 フ リ ガ ナ

記入者氏名 　：

問１　工事の変更(1) 　 工事中止 １年以上未着工

　　　　※該当する場合には、

　　　　　□に○を記入してください。

問２　工事の変更(2)

　　　　※該当する場合には、

　　　　　□に○を記入してください。

問３　着工日

年 月 日

問４　工事の完了日

年 月 日

問５　実施床面積

㎡

問６　工事実施額

円

 電話番号：　　　－　　　　 　－

　　建築着工統計調査

　　建築工事費調査　調査票

(内線番号 　　 　           )  

　

いずれかに○を記入した場合は、調査はこれで終わりです。

工事を行った場合（又は工事中の場合）には、
工事の完了後に、問２以降を記入してください。

今回調査対象となった建築工事について、次の問１～５を記入してください。

木造から非木造、非木造から木造への構造変更あり

億 万

㊙ 基幹統計調査
国土交通省

㊙ 基幹統計調査
国土交通省

第一号様式

万



 第二号様式

 

 
 　　　　　　　　　　　　建 築 物 災 害 報 告 書

 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　年　　月分）

受付年月日番号 
 

  
 ※

 　　　　　　　　知事殿
 

 
       　　　　年　　月　　日

 
 
 

             市区町村長名
 
 
建築基準法第15条第３項の規定により、災害による建築物の滅失又は損壊を報告します。

  
  １　被 災 市 区 町 村 名

                         
   ２　災 害 種 別  火災・風水災・震災その他 ３　火 災 件 数

     
     　　　　　　４被害区分

    全焼・全壊・全流失 半焼・半壊・半流失 　　　　計
  　
  
                                                                ５建築物の数                   ８建 築 物 の        　　　　　　 建築物 床　面　積 建築物 床　面　積 建築物 床　面　積                                        住宅の戸数                                      損害見積額     ７　　　　　　 の　数 の　合　計 の　数 の　合　計 の　数 の　合　計                   床面積の                                         　（万円）    建の　　　　　　　合計                   

                       
       築用 住宅の 　平方メ 住宅の 　平方メ 住宅の 　平方メ 

                         
       物途    ６構造 戸　数   ートル 戸　数   ートル 戸　数   ートル 

　　    　　　 　　   　　　 　　   　　　 　　   　　　 

  　　 　　棟 　　棟 　　棟

    居 木　　　　　造

 　　戸     戸     戸

 

      棟     棟   　棟

　住 そ　　の　　他

    戸     戸     戸

     

 　そ 木　　　　　造 　　棟 　　棟     棟

 

 　の

     

　他 そ　　の　　他     棟     棟     棟

     

 木　　　　　造     棟     棟     棟

 

 　合

     

 そ　　の　　他     棟     棟     棟

 

　計

    

　　　計     棟     棟     棟

 　　（注）　イ、※欄は記入しないこと。

  　 　　    ロ、２、４欄は該当文字を○印にて囲むこと。

 　 　   　　ハ、この書は災害種別ごとに作成のこと。

　　　　　　ニ、市の中、区のある市において、区ごと、災害ごとに本書を作成すること。


